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【受領委任払方式】 

 

浜田地区広域行政組合介護保険福祉用具購入費に係る受領委任払実施要綱 

 

介護保険福祉用具購入費受領委任払取扱事業者登録申請書（様式第 1 号） 

 

介護保険福祉用具購入費受領委任払取扱事業者登録証（様式第 2 号） 

 

介護保険福祉用具購入費受領委任払取扱事業者登録（変更・廃止等）届出書

（様式第 3 号） 

 

介護保険福祉用具購入費受領委任払支給申請書（様式第 4 号） 

 

 

【償還払方式】 

 

介護保険居宅介護（支援）福祉用具購入費支給申請書 
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介護保険福祉用具購入費とは 

 

 要介護認定を受けている方が、できるだけ自宅で自立した生活を続けるため

に、入浴や排泄等の貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣の定める用具を

購入したときは、日常生活の自立を助けるために必要と認める場合に限り福祉

用具購入費が支給されます。 

この福祉用具購入費の支給限度基準額は同一年度で１０万円です。（自己負担

分を含み、負担額は介護保険負担割合証の負担割合により１割、２割または３

割です。） 

 

 

福祉用具購入費の支給について 

 

 

１．対象要件 

 次の要件をすべて満たしている方が対象となります。 

（1） 要介護認定及び要支援認定を受けており、認定有効期間内であること。 

（2） 被保険者が、実際に居住している住宅で使用すること。（入院・入所・一

時外泊は不可） 

 

 

 

 

 

※ 入院中や施設入所中の方または介護認定申請中の方について 

  次の（1）（2）に該当する方は、退院（退所）後または認定後に、給付の

対象となるので、手続きを行うことが可能となります。 

（1） 入院又は施設入所中で、退院（退所）後に自宅での生活を行うために事

前に購入する場合 

（2） 要介護（支援）認定新規等申請中で、認定結果が通知される前に購入す

る必要がある場合。 

 

  ただし、退院（退所）できなくなった場合や、要介護（支援）認定が非該

当となった場合は、給付の対象者となりませんのでご注意ください。 

 

 

留意点 
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2．支給限度額 

 対象となる支給限度基準額は、同一年度（４月からの１年間）で１０万円で

す。このうち、支給の上限額は要介護状態区分にかかわらず、自己負担割合が１

割の人は、残りの９割の費用が保険給付として支給されます。（負担割合は負担

割合証により１割、２割または３割となります。） 

 また、同一年度内は身体の状態に合わせて福祉用具を限度額の範囲内で購入

することができますが、以後の期間に同一種目の福祉用具を購入した場合は対

象となりません。 

 したがって、初回に７万円の福祉用具を購入して保険給付を受けた場合は、

その年度内は残りの３万円までの範囲で多種目の福祉用具を購入することがで

きます。 

 なお、すでに購入した福祉用具の破損や、介護の必要の程度が著しく高くな

った等の特別な事情がある場合は、同一種目であっても対象となることがある

ので、事前に相談してください。 

 

 

 

3．支給の対象となる福祉用具 

 福祉用具の支給対象となるのは、厚生労働大臣が定める特定福祉用具の種目

であること、被保険者が居宅にて使用する特定福祉用具で指定特定福祉用具販

売事業者から購入したものであること、日常生活の自立を助けるために必要と

認められることが必要です。対象と認められる特定福祉用具は次のとおりです。 

 

特定福祉用具の種目 内   容 

腰掛便座 

次のいずれかに該当するものに限る。 

･和式便器の上に置いて腰掛式に変換するも

の（腰掛式に変換する場合に高さを補うもの

を含む） 

･洋式便器の上に置いて高さを補うもの 

･電動式又はスプリング式で便座から立ち上

がる際に補助できる機能を有しているもの 

･便座、バケツ等からなり、移動可能である便

器（水洗機能を有する便器を含み、居室にお

いて利用可能であるものに限る。）ただし、設

置費用は対象外である。 



- 3 - 

 

自動排泄処理装置の交換可能

部品 

自動排泄処理装置の交換可能部品（レシーバ

ー、チューブ、タンク等）のうち尿や便の経

路となるものであって、居宅要介護者等又は

その介護を行う者が容易に交換できるもの。

専用パット、洗浄液等排泄の都度消費するも

の及び専用パンツ、専用シーツ等の関連製品

は除かれる。 

入浴補助用具（入浴

に際して座位を保持

し、浴槽への出入り

などを補助する目的

とする用具） 

入 浴 用

いす 

座面の高さが概ね 35 センチメートル以上の

もの又はリクライニング機能を有するもの

に限る。 

浴 槽 用

手すり 

浴槽の縁を挟み込んで固定することができ

るものに限る。 

浴 槽 内

いす 

浴槽内に置いて利用することができるもの

に限る。 

入浴台 
浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易に

することができるものに限る。 

浴 室 内

すのこ 

浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図

ることができるものに限る。 

浴 槽 内

すのこ 

浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補う

ものに限る。 

入 浴 用

介 助 ベ

ルト 

居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使

用するものであって、浴槽への出入り等を容

易に介助することができるものに限る。 

簡易浴槽 

空気式又は折りたたみ式等で容易に移動で

きるものであって、取水又は排水のために工

事を伴わないもの 

移動用リフトのつり具の部分 
身体に適合するもので、移動用リフトに連結

可能なものであること。 

 ※ 購入できる種目は原則として 1 回です。ただし、破損や介護の必要の程

度が著しく高くなった場合などは支給が認められる場合がありますので、

事前に相談してください。 
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4．支給方法 

福祉用具購入費の支給申請は、「償還払方式」と「受領委任払方式」のいずれ

かを選択して利用します。 

 

支給方法 内   容 

償還払方式 

福祉用具購入の際、いったん費用の全額を特定（介護予

防）福祉用具販売事業者に支払っていただき、福祉用具購

入費支給申請書を提出し、自己負担分を除く保険給付分

を保険者から利用者に支給する方式です。 

（自己負担分は負担割合証の割合による） 

受領委任払方式 

福祉用具購入の際、自己負担分のみを特定（介護予防）福

祉用具販売事業者に支払います。そして、残りの費用は福

祉用具購入費支給申請書後に、保険者が販売事業者に保

険給付分として支払う方式です。（自己負担分は負担割合

証の割合による） 

この方式が利用できるのは、保険者に事業者登録されて

いる事業者が行った福祉用具販売が対象となります。 

※ 受領委任払方式を希望される場合は、事業者登録一覧表において登録状

況を確認してください。 

 

 

5．申請に必要な書類 

 申請に必要な書類は、次のとおりです。 

 

償 還 払 方 式 受 領 委 任 払 方 式 

・介護保険居宅介護（支援）福祉用具

購入費支給申請書 

＜添付書類＞ 

・領収書の写し 

・納品書の写し（納品書の写しが添付で

きないときは、領収書へ納品日を記載） 

・カタログ、パンフレットの写し（メーカ

ー名の分かるもの） 

(注)入浴補助用具のうち、加工を伴う

すのこについては、見積書・図面 

・介護保険福祉用具購入費受領委任払

支給申請書 

＜添付書類＞ 

・領収書の写し 

・納品書の写し（納品書の写しが添付で

きないときは、領収書へ納品日を記載） 

・カタログ、パンフレットの写し（メーカ

ー名の分かるもの） 

(注)入浴補助用具のうち、加工を伴う

すのこについては、見積書・図面 
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○介護保険居宅介護（支援）福祉用具購入費支給申請書 

・償還払方式用の申請書です。 

・全ての項目に記入してください。（個人番号の記載欄が追加されています。） 

・申請者は、被保険者本人又は成年後見人となり、押印が必要です。成年後見

人が申請者の場合は、証明書の添付が必要となります。 

・「製造事業者名及び販売事業者名」欄には、福祉用具のメーカー名と、都道

府県から指定を受けた事業者名を記入してください。 

・個人番号の記載に伴い、申請の際には「代理権の確認」「番号確認」「代理人

の本人確認」が必要となります。 

・「購入日」欄は、領収書に記載された日付（領収日）を記入してください。

納品日ではないのでご注意してください。 

 

○介護保険福祉用具購入費受領委任払支給申請書 

・受領委任払方式用の申請書です。 

・全ての項目に記入してください。（個人番号の記載欄が追加されています。） 

・申請者は、被保険者本人又は成年後見人となり、押印が必要です。成年後見

人が申請者の場合は、証明書の添付が必要となります。 

・受領委任払支給申請書の利用者負担額と委任払額は、購入した福祉用具につ

いてそれぞれ計算をしていただき、利用者負担額と委任払額を記入してく

ださい。なお、利用者負担分は１円未満を切り上げ、事業者負担分は１円未

満を切り捨てとして計算してください。 

・利用者負担額は領収書作成日における負担割合証の割合で計算してくださ

い。 

・「登録事業者名」「（受任者）事業所名」欄には、都道府県から指定を受けた

事業者名を記入してください。 

・事業者については、すでに登録していただいていますので、押印は必要あり

ません。 

・個人番号の記載に伴い、申請の際には「代理権の確認」「番号確認」「代理人

の本人確認」が必要となります。 

・「購入日」欄は、領収書に記載された日付（領収日）を記入してください。

納品日ではないのでご注意してください。 

 

○領収書 

・領収日の入った被保険者本人（利用者）宛の領収書が必要です。 

・受領委任払いの領収書には、利用者負担額の領収金額に加えて、福祉用具

個々の額、委任払額の記載が必要です。 

・利用者負担額は、領収書作成日における介護保険負担割合証による負担割合

によって１割、２割または３割を計算します。 
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・それぞれの福祉用具について計算をしていただき、利用者負担額と委任払

額を記入してください。なお、利用者負担分は１円未満を切り上げ、事業者

負担分は１円未満を切り捨てとして計算してください。 

・購入種目が多く記載できない場合は、明細を別添としてください。 

 

 

6．受領委任払事業者の登録 

 介護保険福祉用具購入費受領委任払取扱事業者については、保険者への登録

が必要です。この登録は、随時受け付けていますので、従来の償還払方式に加え

て受領委任払方式を行われる場合には、「介護保険福祉用具購入費受領委任払取

扱事業者登録申請書」及び「福祉用具購入費受領委任払いの取扱いに関する誓

約書」を提出していただき、販売前に登録番号を受けてください。 

 また、登録後において登録内容に変更等があった場合には、「介護保険福祉用

具購入費受領委任払取扱事業者登録（変更・廃止等）届出書」の提出が必要です。 

 登録に当たっての事業所名は、都道府県から指定を受けた事業所名を記入し

てください。 

 

 

7．事前購入（入院、入所、認定申請中等） 

 介護保険の福祉用具購入は在宅であることを原則としていますが、現在は入

院や入所等しているものの退院や退所するにあたり、事前に準備を必要とする

場合があります。このようなときには、退院や退所後に支給申請書を提出して

ください。 

 同様に、新規や更新・区分変更認定申請中の場合についても、認定後、支給申

請書を提出してください。 

 ただし、退院や退所できなかったとき、認定が非該当となったなど介護保険

の福祉用具購入での対応ができなくなった場合は、全額自己負担となりますの

で、利用者および利用者家族への事前の説明を行ってください。 

 

 

８．給付制限を受けている場合 

 保険料の滞納があり、給付制限を受けている場合は、その期間中の負担割合

は３割（介護保険負担割合証に３割と記載されている方は４割）となります。 
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申 請 手 続 き の 流 れ 

 

1．受領委任払いの事前手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2．受領委任払方式の利用の場合  

 

①福祉用具購入について、介護支援専門員（ケアマネジャー）に相談します。 

※サービス利用が無く、ケアマネジャーがいない場合は被保険者本人が販売

店で直接相談します。 

 

 

 

受領委任払いの事業者登録について 

受領委任払登録事業者として登録するための手続を行います。 

 

1  次の書類を浜田地区広域行政組合介護保険課へ提出してください。 

① 介護保険福祉用具購入費受領委任払取扱事業者登録申請書 

② 福祉用具購入費受領委任払いの取扱い関する誓約書 

 

2  申請内容の審査後、登録が適当と認める時は、福祉用具購入費受領委

任払取扱登録事業者一覧表に掲載するとともに、申請事業者へ通知し

ます。 

③ 介護保険福祉用具購入費受領委任払取扱事業者登録証 

 

3  申請内容に変更等があったときは、次の書類を提出してください。 

④ 介護保険福祉用具購入費受領委任払取扱事業者登録（変更・廃止等）

届出書 

 

※ ① ② ④ の「事業所名称」は、都道府県から指定を受けた事業所名

を記入してください。 

※ ① の「指定特定福祉用具販売事業者番号」は、都道府県から指定を

受けた事業者番号を記入してください。 
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②登録事業者一覧表から登録事業者を選び、福祉用具を購入します。 

※受領委任払い登録事業者からの購入でないと、受領委任払いとならないの

で注意してください。 

 

 

 

③購入費用を登録事業者に支払い、領収書を受け取ります。購入者氏名、購入年

月日、金額の確認をしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④浜田市役所、江津市役所、各支所又は浜田地区広域行政組合介護保険課に福

祉用具購入費受領委任払支給申請書を提出します。 

※提出書類 

・領収書の写し 

・納品書の写し（添付できないときは、領収書へ納品日を記載） 

・その他（商品の詳細が分かるパンフレット等） 

※ 注意）代行の場合は必要書類を持参すること 

 

 

 

⑤購入費用の事業者負担分が登録事業者に支払われます。（口座払い） 

 

 

 

 

 

【支払い金額について】 

 支払いは購入費用のうち、利用者負担分を支払います。（必ず

介護保険被保険者証及び負担割合証を確認してください。） 

領収書には、購入費の内訳（購入費用、利用者負担額、事業

者負担額）の記載が必要です。 

※計算方法について 

・利用者負担分は１円未満は切り上げ、事業者負担分は 1 円

未満は切り捨てとして計算します。 

・福祉用具を複数購入した場合は、単品でそれぞれの負担金

額を計算してから、最後に利用者負担額・委任払額の合計

を計算します。 

事業者負担分の支払い時期は、支給申請書を購入の翌月 15

日までに提出すると、月末に支払いが行われます。 

（15 日に組合に届くよう早めに市役所へ提出するか、組合

まで持参してください。） 



- 9 - 

 

3．償還払方式の利用の場合 

 

①福祉用具購入について、介護支援専門員（ケアマネジャー）に相談します。 

※サービス利用が無く、ケアマネジャーがいない場合は被保険者本人が販売

店で直接相談します。 

 

 

 

②指定特定福祉用具販売事業者から必要な福祉用具を購入します。 

 

 

 

③購入費用を販売事業者に支払い、領収書を受け取ります。購入者氏名、購入年

月日、金額、販売事業者名の記載を確認してください。 

 

 

 

④浜田市役所、江津市役所、各支所又は浜田地区広域行政組合介護保険課に介

護保険居宅介護（支援）福祉用具購入費支給申請書を提出します。 

※提出書類 

・領収書の写し 

・納品書の写し（添付できないときは、領収書へ納品日を記載） 

・その他（商品の詳細が分かるパンフレット等） 

※ 注意）代行の場合は必要書類を持参すること 

 

 

 

⑤購入費用のうち、保険給付分が被保険者の指定した口座に支払われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

支払い時期は、支給申請書を購入の翌月 15 日までに提出す

ると、月末に支払いが行われます。 

（15 日までに組合に届くよう早めに市役所へ提出するか、

組合まで持参してください。） 


